
○ 食品衛生法等施行に関する要綱 

新旧対照表 

旧 新 

第１条 （省略） 

 

（指定成分等含有食品による健康被害情報の届出手続） 

第２条 法第８条第１項の規定による、食品衛生上の危害の発生を防止する

見地から特別の注意を必要とする成分又は物（以下「指定成分」とい

う。）であって、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が薬事・食品衛生審

議会の意見を聴いて指定したものを含む食品（以下「指定成分等含有

食品」という。）による健康被害情報の届出は、指定成分等含有食品

の健康被害情報届（第１号様式）により行うものとする。また、情報

提供票を用いる場合においても、必要と考えられる参考資料や追加情

報を適宜添付して届け出ても差し支えない。 

 

第３条から第13条まで （省略） 

 

（営業の譲渡、相続、合併又は分割による営業者の地位の承継の届出手続） 

第14条 （第１項及び第２項省略） 

３ 合併又は分割による営業者の地位の承継の届出の場合にあっては、必

要に応じて承継の事実が確認できる登記事項証明書又はその写しを添付

するものとする。 

４ 第１項の届出により営業許可証の記載事項を変更する必要があるとき

は、当該営業の営業許可証を添付するものとする。 

 

第15条から第19条まで （省略） 

 

 

第１条 （省略） 

 

（指定成分等含有食品による健康被害情報の届出手続） 

第２条 法第８条第１項の規定による、食品衛生上の危害の発生を防止する

見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣

及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもの

を含む食品（以下「指定成分等含有食品」という。）による健康被害情

報の届出は、指定成分等含有食品の健康被害情報届（第１号様式）に

より行うものとする。届出には、様式別添の健康食品の摂取に伴う健

康被害情報提供票をあわせて提出すること。また、必要と考えられる

参考資料や追加情報を適宜添付して届け出ることは差し支えない。 

 

第３条から第13条まで （省略） 

 

（営業の譲渡、相続、合併又は分割による営業者の地位の承継の届出手続） 

第14条 （第１項及び第２項省略） 

（削除） 

 

 

３ 第１項の届出により営業許可証の記載事項を変更する必要があるとき

は、当該営業の営業許可証を添付するものとする。 

 

第15条から第19条まで （省略） 

 

 



旧 新 

別表（第８条） 

１から７まで （省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 運搬 

（本文省略） 

 

９ 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するた

めの取組 

 （本文省略） 

 

 

 

別表（第８条） 

１から７まで （省略） 

 

８ 情報の提供 

(1) 省令別表第17第９号ハにいう「健康被害の発生及び拡大のおそれがあ

る旨の情報を得た場合」とは、届出者等が収集した、同一の機能性表示

食品及び特定保健用食品による健康被害のうち、同じ所見の症例が短期

間に複数発生した場合であること。「同じ所見の症例」とは、情報提供票

の「主な症状」が同一のものとし、「短期間に複数発生」とは、概ね30日

以内の間に、同じ所見の症例が２例発生した場合とすること。ただし、

死亡事例、入院治療を受けた場合であって、医師が重篤と判断した症

例、入院治療を受けていない場合であっても医師が重篤と判断した症例

等の重篤事例については、１例であっても情報提供を行うこととするこ

と。 

(2) 機能性表示食品及び特定保健用食品に係る健康被害の発生及び拡大の

おそれがある旨の情報を得た場合の情報提供期限は、届出者等が健康被

害を診断した医療機関名を知った日から15日以内とすること。 

 

９ 運搬 

  （本文省略） 

 

10 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するた

めの取組 

（本文省略） 

 

 

 

 



旧 新 

第１号様式 

 

第１号様式 

 



旧 新 

第１号様式別添 

 

第１号様式別添 

 



旧 新 

 

 

 

 



旧 新 

 

 

 

 



旧 新 

 

 

 

 



旧 新 

 

 

 

 



旧 新 

 

 

 

 



旧 新 

  

 



旧 新 

  

 



旧 新 

  

 



旧 新 

  

 



旧 新 

  

 



旧 新 

  

 



旧 新 

  

 



旧 新 

  

 



旧 新 

  

 



旧 新 

  

 



旧 新 

  

 



旧 新 

  

 



旧 新 

第２号様式から第８号様式まで（省略） 

第９号様式 

 

第２号様式から第８号様式まで（省略） 

第９号様式 

 



旧 新 

 

 



旧 新 

第 10 号様式から第 12 号様式まで（省略） 

第 13 号様式 

 

第 10 号様式から第 12 号様式まで（省略） 

第 13 号様式 

 



旧 新 

  



旧 新 

第 14 号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14 号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 15 号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15 号様式 

 



 

旧 新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 号様式及び第 17 号様式（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 号様式及び第 17 号様式（省略） 


